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空家等を所有される方などのご意向を伺いながら、

利活用が困難な空家等の解決策を提案します！



1
橿原市では、空家等相談会を定期的に行っています。空家等でお悩みの方は、まずはこちらに相談
ください。専門家がお聞きした内容に沿ったアドバイスをいたします。相談会について詳しくは裏
面をご覧ください。

相談会のご相談で利活用等が困難と判断された場合、空家等対策プラットホームでの検討につなげ
ていきます。

※相談会で得た個人情報は、橿原市役所が適切に管理しますのでご安心ください。

2
空家等対策プラットホームの各専門家が対策を検討し、解決案等をアドバイスいたします。
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